
議案第４８号  

 

 

町の区域の変更について  

 

 

 

 下記のとおり町の区域を変更することにつき、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）

第 260条第１項の規定により、議会の議決を求める。  

 

 

記  

 

 

１  別図の斜線で示す区域を「南古市二丁目」に編入する。  

２  １の編入の効力は、住居表示に関する法律（昭和 37年法律第 119号）第３条第３項

の規定により告示する住居表示の実施期日から生ずるものとする。  
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